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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。
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成
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十
四
年
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二
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能

人

一
以
上
の
市
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村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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森
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成24年11月12日 月曜日 第3616号 �

松
橋
博
秋
後
援
会

松
橋

博
秋

松
橋

桂
子

つ
が
る
市
富
萢
町
藪

分
一
七

平
成

��

･

��･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

民
主
党
青
森
県
総
支

部
連
合
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
一
丁

目
一
の
二
三

青
森
市
古
川
三
丁

目
二
二
の
三

平
成

��･

��･

�

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

吉
田
み
つ
る
後
援
会

代

表

者

藤
田

一
則

小
野

文
之

平
成

��･
��･

�

小
林
ま
こ
と
後
援
会

代

表

者

西

幹
雄

木
村

久
夫

��･

��･
��

青
森
県
理
容
政
治
連

盟

代

表

者

工
藤

則
保

杉
本

政
蔵

会
計
責
任
者

大
橋

眞
輔

三
島

大
東

��･

��･

��

グ
ラ
ン
ド
ス
ラ
ム

代

表

者

三
上

純
也

村
上

卓
司

会
計
責
任
者

米
塚

博

三
上

純
也

��･

��･

��

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
宇
兵
エ
河
原

一
の
一

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
宇
兵
衛
河
原

一
の
一

シ
ー
ガ
ル
ク
ラ
ブ

代

表

者

菊
地

充
弥

長
沼

晃

��･

��･

��

東
通

風
の
会

代

表

者

本
田

慶
貴

佐
藤

洋
一

会
計
責
任
者

柿
	

陽
一

本
田

慶
貴

��･

��･

��

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

代

表

者

田
中

和
則

新
坂

幸
男

会
計
責
任
者

小
田

直
樹

今

貴
志

��･

��･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

松
橋
博
秋
後
援
会

平
成
��･

��･

��

平
成
��･

��･

��

田
中
重
光
後
援
会

��･


･

��

��･

��･

��

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


